
 

令和３年３月号 №538 

のうぎょうだよりは八戸市農業

委員会のほか、市内農協各支店

でも配布しています。 

また、インターネットではフル

カラーでご覧いただけます。 

○八戸市ホームページ 

http://www.city.hachinohe.

aomori.jp/ 

 

 

 

 
のうぎょうだより 

    

１
月
14
日
に
市
庁
別
館
２
階
会
議
室
に
お

い
て
開
催
さ
れ
た
、
八
戸
市
農
業
委
員
会
１
月

総
会
の
後
、
農
業
委
員
会
委
員
等
の
永
年
勤

続
表
彰
が
行
わ
れ
、
農
業
委
員
と
し
て
30
年

勤
め
た
、
松
橋
剛
志
委
員
、
15
年
勤
め
た
、
籠

田
悦
子
委
員
、
西
野
茂
雄
委
員
、
寺
沢
和
則

委
員
、
谷
地
秀
典
委
員
、
農
業
委
員
並
び
に
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
し
て
15
年
勤
め

た
、
清
川
新
一
元
委
員
（欠
席
）が
、
そ
の
功
績

を
称
え
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
第
39
回
八
戸
市
農
業
後
継
者
顕

彰
が
行
わ
れ
、
稲
作
農
家
の
鈴
木
勝
弥
さ
ん 

               

                  

（市
川
地
区
）に
、
籠
田
会
長
か
ら
顕
彰
状

と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。 

農
業
委
員
会
で
は
、
農
業
後
継
者
の
育
成

を
目
的
に
、
昭
和
57
年
に
農
業
後
継
者
顕
彰

要
領
を
制
定
し
、
農
業
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
模
範
的
な
後
継
者
を
顕
彰
し
て
お

り
、
鈴
木
さ
ん
は
66
人
目
の
受
賞
者
と
な
り

ま
す
。 

鈴
木
さ
ん
は
、
大
工
と
し
て
働
い
た
後
、
青

森
県
営
農
大
学
校
の
講
習
を
受
け
な
が
ら
水

田
を
借
り
入
れ
る
形
で
就
農
し
ま
し
た
。
平
成

29
年
に
は
、
経
営
規
模
の
拡
大
と
従
業
員
の

安
定
的
な
雇
用
を
図
る
た
め
、
家
族
と
と
も

に
鈴
木
フ
ァ
ー
ム
株
式
会
社
を
設
立
し
て
い
ま

す
。 現

在
の
経
営
の
特
色
と
し
て
は
、
鶏
糞
や
豚

糞
の
使
用
に
よ
り
地
力
の
向
上
と
化
学
肥
料

の
削
減
に
努
め
て
い
る
ほ
か
、
圃
場
の
大
区
画

化
に
よ
り
作
業
効
率
の
向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
社
会
情
勢
の
変
化
や
米
価
下
落
等
の

リ
ス
ク
に
備
え
、
多
様
な
販
路
の
開
拓
に
努
め

る
と
と
も
に
、
飼
料
用
米
な
ど
新
規
需
要
米

を
組
み
合
わ
せ
た
経
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

今
後
は
、
特
別
栽
培
米
の
生
産
や
、
コ
ン
ク

ー
ル
等
への
出
品
、
水
稲
に
適
さ
な
い
農
地
の

に
ん
に
く
栽
培
への
転
作
な
ど
も
視
野
に
入
れ
、

農
地
の
有
効
利
用
と
安
定
し
た
農
業
経
営
の

継
続
を
目
標
に
さ
れ
る
な
ど
、
農
業
へ取
り
組

む
姿
勢
は
、
地
域
の
模
範
と
し
て
、
ま
た
、
八

戸
の
農
業
の
将
来
を
担
う
青
年
農
業
者
と
し

て
期
待
さ
れ
る
農
業
後
継
者
で
す
。 

籠
田
会
長
か
ら
の
励
ま
し
に
対
し
て
鈴
木

さ
ん
は
、
「情
勢
は
日
々
変
化
し
て
お
り
、
不

安
を
抱
く
こ
と
も
あ
る
が
、
地
域
の
先
輩
方
が

築
い
て
こ
ら
れ
た
農
業
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

る
と
と
も
に
、
農
業
経
営
の
向
上
と
安
定
の
た

め
、
今
後
も
一
層
努
力
し
て
い
き
た
い
」と
意

気
込
み
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。 

後列左から谷地委員、西野委員、寺沢委員 

前列左から籠田委員、松橋委員 

 

八
戸
市
農
業
委
員
会
１
月
総
会
開
催 

 

顕彰された鈴木さん（前列中央） 

永
年
勤
続
表
彰
及
び
農
業
後
継
者
顕
彰
式 
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今
回
は
、
豊
崎
地
区
の
稲
作
農
家
で
、

新
し
い
栽
培
方
法
に
よ
り
収
量
を
上
げ
て

い
る
、
松
橋
さ
ん
に
お
話
を
お
伺
い
し
ま

し
た
。 

◎
就
農
の
き
っ
か
け
は
？ 

先
祖
か
ら
引
き
継
い
で
き
た
農
地
を
し
っ

か
り
守
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強

く
あ
り
、
会
社
勤
め
を
し
な
が
ら
農
業
を

始
め
ま
し
た
。
ス
タ
ー
ト
直
後
は
、
に
ん
に

く
と
稲
作
を
始
め
ま
し
た
が
、
稲
作
が
性
に

合
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
稲
作
専
業
に

切
り
替
え
ま
し
た
。 

◎
現
在
の
経
営
内
容
は
？ 

当
初
、
50
ａ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
が
、

現
在
は
規
模
を
拡
大
し
て
き
て
い
ま
す
。
こ

こ
ま
で
規
模
拡
大
す
る
に
は
多
額
の
投
資

を
し
て
き
ま
し
た
。
最
新
の
田
植
機
、
大
型

コ
ン
バ
イ
ン
（
60
馬
力
）
を
導
入
し
、
一
人
で

営
農
で
き
る
仕
組
み
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。 

◎
苦
労
さ
れ
た
こ
と
は
？ 

現
有
の
育
苗
ハ
ウ
ス
は
限
ら
れ
た
苗
箱
数

し
か
入
ら
な
か
っ
た
の
で
、
面
積
を
拡
大
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
工

夫
し
て
、
反
当
た
り
の
箱
数
を
減
ら
し
ま
し

た
が
、
期
待
ど
お
り
の
反
収
が
上
が
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
縁
あ
っ
て
、
ヤ
ン
マ
ー
農
機
の
密

苗
を
採
用
、
更
に
工
夫
を
重
ね
、
現
在
は

375
ｇ
播
種
で
期
待
ど
お
り
の
収
量
を
上
げ

る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。 

◎
農
業
を
や
っ
て
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と

は
？ 農

業
を
や
り
始
め
た
頃
は
儲
か
ら
な
い

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
や
り
方
次

第
で
収
量
が
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
わ
か
り
、

稲
作
に
楽
し
み
を
感
じ
て
い
ま
す
。
東
京
の

友
人
か
ら
と
て
も
美
味
し
い
お
米
だ
と
言
っ

て
も
ら
え
る
こ
と
が
、
何
よ
り
の
励
み
に
な 

っ
て
い
ま
す
。 

              

◎
今
後
の
抱
負
は
？ 

自
分
の
取
り
組
み
が
、
次
世
代
の
方
々
に

少
し
で
も
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
今
後
は
更
な
る
増
収
、
増
益
を
目
指

し
て
頑
張
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

75
歳
を
リ
タ
イ
ア
の
目
標
に
定
め
、
投
下

資
金
も
し
っ
か
り
回
収
し
て
、
家
内
と
心
豊

か
に
旅
や
趣
味
で
人
生
を
楽
し
み
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。 

 

※
密
苗
と
は 

 

通
常
、
100
～
150
ｇ
で
播
く
と
こ
ろ
を
、

乾
籾
250
～
300
ｇ
で
播
く
こ
と
で
大
幅
な

省
力
化
・
低
コ
ス
ト
化
・
労
力
軽
減
な
ど

を
実
現
す
る
技
術
で
す
。 

（
ヤ
ン
マ
ー
Ｈ
Ｐ
よ
り
） 

               

       

大型コンバインと松橋さん 

今月号では、豊崎 

地区の稲作農家、 

松橋平治さん（65）を

紹介します。 

オ
ラ
ほ
の

※ 

 

 

 

 

農
家
座
談
会
で
の
質
問
に 

お
答
え
し
ま
す 

⑥ 

 
 

    

【
回
答
】 

い
わ
ゆ
る
「
日
照
権
」
は
農
地
に
も

認
め
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
話
し
合
い

に
よ
る
解
決
が
で
き
ず
、
一
定
の
受
忍

限
度
（
＝
我
慢
）
を
超
え
、
農
業
経
営

に
重
大
な
影
響
が
あ
る
場
合
等
に
不
法

行
為
が
成
立
す
る
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
民
法
上
、
境
界
を
越
え
て
伸

び
た
「
枝
」
は
所
有
者
に
切
除
を
依
頼

す
る
に
と
ど
ま
る
一
方
、
「
根
」
は
切

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
す
。
し
か

し
、
根
の
切
断
に
よ
る
枯
木
や
倒
木
等

の
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
一
方

的
に
根
を
切
る
の
で
は
な
く
、
所
有
者

と
十
分
に
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。 

な
お
、
こ
う
し
た
民
事
上
の
権
利
関

係
の
問
題
に
は
市
役
所
は
介
入
し
か
ね

る
た
め
、
当
事
者
間
で
解
決
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

た
だ
し
、
農
地
が
荒
廃
等
に
よ
り
適

正
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
農
業

委
員
会
で
相
談
を
受
け
た
際
は
、
強
制

力
は
な
い
も
の
の
、
現
地
確
認
後
、
所

有
者
に
伐
採
や
草
刈
り
の
依
頼
を
し
て

い
ま
す
。 

【
質
問
】
隣
地
の
木
が
大
き
く
な
っ
て

自
分
の
農
地
に
日
陰
が
で
き
て
困
っ
て

い
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
？ 

   
農業者年金は、加入者自らが支払った保

険料が将来の自らの年金給付に使われる積

立方式の年金です。 

①60歳未満、②国民年金第１号被保険

者、③年間 60日以上農業に従事している

方は誰でも加入できます。 

◆年金額を試算してみませんか？◆ 

農業者年金基金ホームページ 
http://www.nounen.go.jp 
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提 

出 

書 

類 

等 

三八県税部にあります。 申請者が事前に準備してください。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

免
税
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
所
用
数
量
計
算
書(

農
業
用)

 

県
税
関
係
証
明
等
原
簿 

免
税
軽
油
使
用
者
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
使
用
者
証
共
同
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書
の
提

出
の
期
限
の
特
例
指
定
申
請
書 

誓
約
書(

注
２)

 

免
税
軽
油
使
用
者
証
書
換
・
再
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
使
用
者
証
亡
失
届 

耕
作
証
明
書(

農
業
委
員
会
発
行)

 
免
税
軽
油
使
用
者
証(

前
年
以
前
交
付
の
も
の)

 

機
械
販
売
証
明
書
等 

軽
油
使
用
計
画
書 

前
年
度
軽
油
使
用
明
細
書 

免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書(

注
３)

 
 

 
 

 
 

(

軽
油
納
品
書
等
添
付(

写
し
可)

)
 

組
合
員
名
簿(

全
員
の
押
印
必
要
・
写
し
不
可)

 

組
合
定
款
・
規
約
及
び
総
会
の
議
事
録
謄
本 

切
手
４
６
０
円(

返
信
用
封
筒
に
貼
付
す
る
こ
と)

 

印
章(

ハ
ン
コ)

 

封
筒(

長
形
３
号
・
１
２
０×

２
３
５
ｍ
／
ｍ)

 

県
収
入
証
紙
４
０
０
円 

(

県
税
関
係
証
明
等
原
簿

に
貼
付
す
る
こ
と)

 

 

 (注１) 

申

請

区

分 

個
人
・
共
同 

新 規 ○ ○ ○ ○ △1 以
下
の
方 

期
間
１
月
当
た
り
１
kℓ 

交
付
申
請
数
量
が
使
用 

○   ○  ○      ○ ○ ○ ○ 

継 続 ○ ○       ○ ○    ○   ○ ○ ○  

更 新 ○ ○ ○ ○ △1 ○   ○ ○    ○   ○ ○ ○ ○ 

防
除
組
合
等 

新 規 ○  ○ ○  ○   ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

継 続 ○        ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  

更 新 ○  ○ ○  ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

共
通 

書 換      

 

 ○   ○ △2         △3 

再交付      

 

 ○ ○            ○ 

 

令和３年４月以降の免税軽油に係る免税証の交付申請を、次のとおり「仮受付」します。 

令和３年度税制改正による免税軽油制度の継続が正式な交付の条件となりますので、ご了承ください。 

なお、免税証の交付は令和３年４月以降となります。 
 

△１ 共同申請の場合、「免税軽油使用者証交付申請書」は「免税軽油使用者証共同交付申請書」を使用する。 

△２ 免税軽油使用者証から、機械を削除する場合は、不要である。 

△３ 更新手続きと同日付で行う場合は、不要である。 

 

１．申請受付日時…随時受付しています。 

２．申請受付場所…三八地域県民局 県税部課税第一課窓口 

３．提出申請書類等…下表の申請区分に従って必要な書類等（〇の表示）を準備して申請してください。 
 

 

注１ 新規…免税軽油使用者証を新たに申請する方 

   継続…免税軽油使用者証の交付日が平成 31年３月１日以後の方 

   更新…免税軽油使用者証の交付日が平成 31年２月 28日以前の方 

注２ 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して２年を経過しない者であること等、 

地方税法で定める欠格事項への該当がないことを誓約していただく書類です。 

注３ 「免税軽油の引取り等に係る報告書」及び「軽油納品書等」の提出がない場合は、免税証の交付ができ 

ません。 
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新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
準
備
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
ワ
ク
チ
ン

接
種
を
か
た
る
不
審
電
話
が
発
生
し
て
い
る
よ

う
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
た
め
に
必
要
と
か
た
り
、
金
銭
や
個
人
情
報

を
だ
ま
し
と
ろ
う
と
す
る
電
話
に
関
す
る
相
談

が
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る

と
の
こ
と
。
市
町
村
等
が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

た
め
に
金
銭
や
個
人
情
報
を
電
話
で
求
め
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
不

審
電
話
が
多
す
ぎ
て
、
知
ら
な
い
番
号
の
電
話

に
出
る
こ
と
を
躊
躇
し
、
大
事
な
要
件
も
逃
し

て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。 

新規の農地情報をお知らせします。詳細につい

て確認したい方は、「全国農地ナビ」をご覧いた 

だくか、農業委員会までお越しください。新規以

外の情報は折込チラシにございます。 

 農地転用・農地改良につきましては、農業委員

会や農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談

ください。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

 
所在地 

地目等 
面積 
(㎡) 

希望価格 
大字 小字 地番 

① 豊崎町 前田 21-2 
田 

（農用地） 
674 応相談 

② 豊崎町 下谷地 

16 田 
（農用地） 

896 

応相談 

33 田 
（農用地） 

995 

 

 

 
■農地を買いたい・借りたい方 

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

③農地台帳記載証明書 
（耕作証明書） 
※申出者が市外居住者の場合 

居住地の農業委員会 

 

 

■農地を売りたい・貸したい方           

提出書類 発行機関等 

①あっせん申出書 八戸市農業委員会 

②全部事項証明書（土地） 法務局（登記所） 

③公図 法務局（登記所） 

④住民票 
※申出者が市外居住者の場合 居住地の市町村役場 

 

農地情報への掲載について 
○農地情報掲載の提出書類一覧（全て１部） 

 

編
集
発
行 

令
和
３
年
３
月
号 

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
１
番
１
号 

八
戸
市
農
業
委
員
会
（
℡
43-

９
１
６
４
） 

印
刷
部
数
４
，
１
０
０
部 

印
刷
経
費
１
部
あ
た
り
4.84
円 

編
集
後
記 

の
う
ぎ
ょ
う
だ
よ
り
担
当 

古
舘 

農地法関係の申請受付日等について 
農業委員会で設定している、農地法第３・４・５

条の許可申請・届出の受付期間等をお知らせしま

す。 

 申請内容や申請書類については、事前に農業委員

会でご確認ください。 

※今年度の年間予定については、農業委員会の窓口

及び市ホームページへ掲載しています。 

問 農業委員会 ☎４３-９４４８ 

農地法許可申請 

申請月 受付期間 
許可書の交付日 

3条/4･5条 
（30a以下） 

4･5条 
（30a超） 

３月 ３/11-３/19 ４/19 ５/11 

４月 ４/12-４/20 ５/20 ６/４ 

５月 ５/11-５/20 ６/16 ６/29 

※他法令との調整により、変更となる場合があります。 
農地法届出 

届出月 締切日 交付日 締切日 交付日 

３月 ３/５ ３/15 ３/22 ３/31 

４月 ４/５ ４/15 ４/20 ４/30 

５月 ５/６ ５/14 ５/20 ５/31 

 ◎３条申請…農地を農地として使うために売ったり、

貸したりする場合 

◎４・５条申請…農地に建物を建てたり、植林する等、

農地以外として使う場合 

※農地の売買、贈与、貸借、転用については、事前に

農業委員会へご相談ください。 

全国の農地情報の確認にはインターネットの

「全国農地ナビ」をご利用ください。画面上の地

図から農地の所在、地番をはじめ、地目、面積、

所有者の意向などを調べることができます。 
 
全国農地ナビ http://www.alis-ac.jp/ 

 

 

 
所在地 

地目等 
面積 
(㎡) 

希望価格 
大字 小字 地番 

① 櫛引 熊ノ沢越 83 畑 
（農用地） 

3,895 応相談 

 

 

http://www.alis-ac.jp/

